
訪問看護ステーションのご利用にあたって 
 

(事業の目的) 

 財団法人積善会が開設する訪問看護ステーションじゅうぜん(以下「ステーション」とい

う) 

が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及

び管理運営に関する事業を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」

という)が、主治医が指定訪問看護の必要を認めた要介護状態又は、要支援状態の者(以下

「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とします。 

 

(運営の方針) 

 ステーションの看護師等は、要介護者等が可能な限りその居宅において、有する能力に

応じて自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の

維持回復を目指します。 

 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス、居住介護支

援事業者等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

(事業所の名称等) 

 事業所の名称及び所在地は、次のとおりです。 

(1)  名称 訪問看護ステーションじゅうぜん 

(2)  所在地 愛媛県東温市南方 561 番地 

(従業員の職種、員数、職務内容) 

 事業所に勤務する従業員の職種、員数、職務内容は次のとおりです。 

(1) 管理者 看護師 1 名 

 管理者は、従業者の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施状況把握その他

の管理を一元的に行う。 

(2) 看護師等  看護師      ３名(常勤・内 1 名は管理者と兼務) 

        作業療法士  1 名(非常勤、専従) 

        理学療法士 1 名(非常勤、専従) 

看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供

にあたります。 

(3) 事務職員 1 名(常勤・非専従) 

  必要な事務を行う。 

 

(従業者の勤務体制等) 

 月曜から金曜日 午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分 

  (但し、非常勤については随時) 

 

(営業日及び営業時間) 

 営業日及び営業時間は次のとおりとします。 

(1) 営業日は、毎週月曜日から金曜日まで。但し、国民の休日、お盆(8 月 15 日)、12

月 30 日から 1 月 3 日までを除く。 

(2) 営業時間は、午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分まで。 

(3) 電話等により、24 時間常時連絡が可能な体制とします。 

 

 



(訪問看護の内容) 

 指定訪問看護の内容は次のとおりとします。 

(1)  病状・障害の観察 

(2)  褥瘡の予防・処置 

(3)  リハビリテーション 

(4)  ターミナルケア 

(5)  認知症患者の看護 

(6)  療養生活や介護方法の指導 

(7)  カテーテル等の管理 

(8)  清潔の保持及び日常生活の世話 

(9)  その他医師の指示に基づく医療処置 

 

(通常の事業の実施地域) 

 通常の事業の実施地域は、東温市、松山市(島嶼部除く)とします。 

 

(利用料等) 

 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該サービ

スが法定受領代理サービスである場合は、負担割合証の額を徴収します。 

 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収し

ます。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね 3km 未満 

200 円(1km 毎に 100 円加算) 

(2) 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね 10km 以上 

   1000 円 

 死後の処置料は、10000 円とします。 

 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で

説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。 

 

(緊急時における対応方法) 

 看護師等は、訪問看護の実施中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたとき

は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置

を行うこととします。 

 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医

に報告しなければなりません。 

 

(その他運営に関する重要事項) 

 ステーションの運営に当たっては、「指定居住サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準(厚生省令 37 号・平成 11 年 3 月 31 日)」を尊守します。 

 この運営規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、財団法人積善会とステー

ション管理者との協議に基づき定めるものとします。 

 ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から 5 年間保存し

ます。 

 

 

サービスについてご相談やご不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。 

氏名 : 遠藤 亜紀    連絡先(電話) 089-966-1161 


